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喜茂別町農業委員会総会 議事録 
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喜茂別町農業委員会  



喜茂別町農業委員会総会議事録 
 
１．開催日時 令和３年５月１３日（木曜日）午後６時３０分 開会 

午後７時００分 閉会 
 
 
２．開催場所 喜茂別町役場 ２階 大会議室 

 
 
３．出席委員（９人） 

    会   長  ９番 内 尾 勝 稔 
   職務代理者  １番 前 田 昌 明 

    委   員  ２番 行 天 雄 也 
           ３番 渡 辺 雄 一 
           ４番 越 後   功 
           ５番 笠 井 孝 一 
           ６番 菊 地 光 男 
           ７番 齊 藤 信 一 
           ８番 辻 野   始 
 
 
４．欠席委員（０人） 

 
 
５．議事日程 
 第１       会期の決定 

   第２       会議録署名委員の指名 
   第３ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
   第４ 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
   第５ 議案第１号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 
   第６ 議案第２号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並び

に令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につ

いて 
 
 
６．農業委員会事務局職員 
 事務局長  大 元   真 

   係  長  大 迫 尚 樹 
   主  事  平 手 大 貴 
   主  事  前 田 修 平  



７．会議の概要 
 

・午後６時３０分 開会 

議 長 

（内尾会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 定刻となりましたので、これより、令和３年第３回喜茂別町農業委員会総会を開催

いたします。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の出席委員は９名中９名であり、農業委員会等に関する法律第２７条第３項

の規定により、総会が成立していますことをご報告します。 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。農業委員会会議規則第９条の規定に

基づき、議長において、 渡辺雄一委員、齊藤信一委員の両委員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定について、会期は本日１日といたします。 

 これにご異議ありませんか。 

【異議なしの声あり】 

異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたしました。 

 日程第３ 報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」を議

題といたします。 

事務局より説明願います。 

 

●報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第１号農地法第３条の３第１項の規定による届出についてご説明します。 

農地法第３条の３第１項の規定による農地の権利取得の届出があり、これを受理

したので報告します。 

（読み上げにより説明） 

以上で、報告第１号の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。何かご質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

 質問等がなければ、異議なしと認め、報告第１号は議案のとおり承認することとい

たします。 

 日程第４ 報告第２号「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」を議

題といたします。 

事務局より説明願います。 

 

●報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第２号「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」ご説明します。 

農地法第３条の３第１項の規定による農地の権利取得の届出があり、これを受理

したので報告します。 

 （読み上げにより説明） 

 以上で、報告第２号の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何か質問はございませんか。 

 



 

 

 

越後委員 

 

 

事務局 

 

 

 

越後委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

【挙手あり】 

 ４番越後委員 

 

 権利を取得した日が平成３０年３月で、かなりの月日が経っているが、この間にど

のような経緯があるのか差し支えが無ければ説明いただけるとありがたいです。 

 

 農地法第３条の３第１項の規定による届出については、相続人の方が確定し相続

登記が完了した時点で報告いただいております。その間の経緯までは確認していな

いところです。 

 

 相続の関係で時間がかかったという認識でよろしいですか。 

 

 農地法第３条の３第１項の規定による届出というのは、いつまでに報告しなけれ

ばならないという期日は設けられていません。実質的にはおおむね１０か月を目途

というところはあります。１０か月というのは相続税の申告期限が１０か月であり、

相続税の申告期限までには相続が終わっているだろうということでおおむね１０か

月を目途としています。当然、相続が終わって登記が終わった段階で届出していただ

くのが一番スリムなやり方であるが、相続人が未確定の場合で権利のある方がそれ

ぞれが届出しても有効というかたちにはなります。権利を証明するものではなくて

農地の異動があったという届出だということでご理解いただきたいと思います。 

 

 よろしいでしょうか。そのほかにありませんか。 

【なしの声あり】 

 質問等がなければ異議なしと認め、報告第２号は議案のとおり承認することとい

たします。 

 日程第５ 議案第１号「農地法第４条の規定による許可申請に対する意見につい

て」を議題といたします。 

 事務局より説明願います。 

 

●議案第１号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

議案第１号農地法第４条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

農地を農地以外の目的に供するため、農地法第４条第１項の規定による申請書の

提出があったので、許可の可否について意見を求められましたのでお諮りするもの

です。 

 議案第１号別紙をご参照ください。 

（議案別紙により説明） 

 以上で議案第１号の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何か質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

 質問等がなければ異議なしと認め、議案第１号は議案のとおり承認することとい

たします。 

 



 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 
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事務局 

 

 

 

 

 

齊藤委員 
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 日程第６ 議案第２号「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検、評価

並びに令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について」を議題とい

たします。 

 事務局より説明願います。 

 

●議案第２号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並びに 

令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について 

 議案第２号令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検、評価並びに令和

３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）についてご説明いたします。 

 本件については、農業委員会等に関する法律第３７条及び同法施行規則第１５条

第１項の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況や、その他農業委員会にお

ける事務の実施状況についてインターネット等での公表が義務づけられたところで

あり、公表については、平成２８年３月４日付け農林水産省経営局農地政策長通知に

基づき、年度ごとで目標及びその達成に向けた活動の点検・評価、活動計画を策定す

ることとなっているため、今回決定したく議決を求めるものであります。 

 なお、決定内容については、都道府県を通じて農林水産省に報告するとともに、全

国農業会議所において、全国の農業委員会の活動状況等を一括してホームページで

公表することとなりましたので、送付することとしております。 

 それでは説明に入ります。 

 （読み上げにより説明） 

 以上で、議案第２号の説明とさせていただきます。 

 

事務局より説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何か質問はございませんか。 

【挙手あり】 

 ７番齊藤委員。 

 

 新規参入促進については、どのようにして意欲のある者を呼び込む手段はどのよ

うなものがあるか教えてください。 

 

 現状では町で積極的に新規就農者を受け入れるところまでは至っておりません

が、コロナ禍により新規就農フェアなどにも参加して町をＰＲできれば効果はある

と思っております。年に数件は問い合わせがあるので、そのような方に町、農業委員

会、ＪＡなど関係機関と連携してスムーズな受け入れができるように努めていきた

い考えです。 

 

 他の地域では、担い手を確保する観点で受入協議会等の設立が目立っているよう

に思いますが、喜茂別町では未来像をどのように考えていますか。 

 

 町の政策の話になってしまい、農業委員会総会の場で詳しくお答えすることは難

しいところです。町には担い手協議会はありまして活動としては停滞している現状

にあります。協議会の活動を活発にしていって新規参入者の受入体制などを整えて

いけたらと思っています。 

 離農などが増えていくと農地をどのように維持していくかについては、人、農地プ



 

 

 

 

議 長 

ランを４つの地区に分けて作成しまとめていますので、その中で検討していくこと

となります。昨年から農業委員も積極的に関わってくださいということになってお

りますので、ご覧いただき今後についても検討していきたいと考えております。 

 

 ほかにありませんか。 

【なしの声あり】 

 質問等がなければ、異議なしと認め、議案第１号は議案のとおり承認することとい

たします。 

 

これで、本総会の議案審議はすべて終了いたしました。 

以上をもちまして、令和３年第３回喜茂別町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

・午後７時００分閉会 

 

 

 

 上記総会議事録は事務局で作成したものではあるが、内容に正確であることを証する。 
 
 
 
 
 
 令和３年第３回喜茂別町農業委員会総会 
 
 
 令和 ３年 ５月１３日 
 
 

喜茂別町農業委員会                  
 

会   長   内  尾  勝  稔  ○印     

 

会議録署名委員  渡  辺  雄  一  ○印     

 

会議録署名委員  齊  藤  信  一  ○印     


